
談合情報記録書 第８条（1）ア）

談合情報報告書

第８条（1）イ） 第８条（1）イ）

事情聴取書 第８条（２）

第８条（３）

参考資料 第８条（4）

誓約書 第８条（４）

積算内訳書

第８条（５）

談合情報報告書 第４条（６） 談合情報報告書 第８条（６）

談合情報送付書 第８条（７）

談合情報対応フロー（第８条）
契約締結後に談合情報を受けたとき

誓約書徴取
積算内訳書徴取

談合情報

談合情報対応委員会付議
（調査の必要性の判断）

佐倉市談合情報対応委員会付議
（契約解除の是非の判断）

契約を解除するもの契約を継続するもの

調査の必要性のない情報 調査の必要性がある情報

事情聴取
（契約の相手方及び必要と認められ

る入札参加予定者）

公正取引委員会等に連絡

契約の継続

市長に報告市長に報告

契約の継続
違約金又は

損害賠償金の徴取

契約の解除


